
 

 

 

 

 
                令 和 ２ 年 １ １ 月 １ ０ 日                   

                 国 際 平 和 協 力 本 部 事 務 局 

 

 

シナイ半島国際平和協力業務実施計画の変更について 
 

１．趣旨 

我が国は、昨年４月より、多国籍部隊・監視団（ＭＦＯ）に司令部要員を派遣して

おり、現在、２名の司令部要員が、エジプト・シナイ半島南部のシャルム・エル・シ

ェイクのＭＦＯ司令部において、ＭＦＯの停戦監視活動の実施に関するエジプト・イ

スラエルとの連絡調整や両国の関係当局間の対話・信頼醸成の促進の支援を行ってお

ります。 

（参考）ＭＦＯは、１９７９年のエジプト・イスラエル平和条約及び１９８１年の同

平和条約の議定書に基づき設立された国際機関で、１９８２年よりエジプト・

シナイ半島で停戦監視活動、対話・信頼醸成の促進支援等を実施。 

 

ＭＦＯへの司令部要員の派遣は、我が国の「平和と繁栄の土台」である中東の平和

と安定に資するものであり、国際連合南スーダン共和国ミッション（ＵＮＭＩＳＳ）

への司令部要員の派遣とともに我が国の「積極的平和主義」の実践例の一つです。ま

た、他の要員派遣国との連携を促進し、人材育成の機会の確保にもなることから、引

き続き、我が国が要員を派遣する意義があると考えております。 

本日の閣議において、上記のような派遣継続の意義等を踏まえ、我が国のシナイ半

島国際平和協力業務実施計画を変更し、以下のとおり派遣期間を延長することが決定

されました。 

なお、国際平和協力法第７条第１号及び同条第３号の規定に基づき、変更に係る実

施計画の内容及び変更前の期間における実施の状況について、本日、国会に報告いた

します。 

 

２．変更内容 

○派遣期間の延長 

  ・現行実施計画の派遣期間:令和２年１１月３０日まで 

  ・延 長 後 の 派 遣 期 間:令和３年１１月３０日まで(１年間の延長) 

 

 


